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住
民
票
・
印
鑑
登
録
証
明
書

自
動
交
付
機
で
取
得
で
き
ま
す

　
自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
に
は
、
暗

証
番
号
が
登
録
さ
れ
た
専
用
カ
ー
ド
が

必
要
で
す
。
印
鑑
登
録
証
明
書
と
住
民

票
が
取
得
で
き
る
「
印
鑑
登
録
証
・
な

り
た
市
民
カ
ー
ド
」
と
、
住
民
票
の
み

が
取
得
で
き
る
「
な
り
た
市
民
カ
ー

ド
」
の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
に
は
、
4
桁
の

暗
証
番
号
の
登
録
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、
必
ず
本
人
が
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
現
在
お
持
ち
の
印
鑑
登
録
証
を
専

用
カ
ー
ド
に
取
り
替
え
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

必
要
な
も
の
＝
印
鑑
登
録
証（
す
で
に

印
鑑
登
録
し
て
い
る
人
）、
印
鑑（
新

規
で
印
鑑
登
録
す
る
人
は
登
録
す
る

印
鑑
）、
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認

書
類（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
運

転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

受
付
場
所
＝
市
民
課（
市
民
課
赤
坂
・

遠
山
分
室
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
）、
下
総
・
大
栄
支
所
市
民
福
祉

課
　
本
人
確
認
書
類
が
な
い
場
合
は
、
後

日
、
申
請
人
の
意
思
確
認
の
た
め
の

「
照
会
書
」
を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
の

で
、「
回
答
書
」
欄
に
押
印
し
必
要
事

　
平
日
、
市
役
所
へ
来
ら
れ
な
い
人

は
、
住
民
票
や
納
税
証
明
書
な
ど
の
証

明
書
を
電
話
予
約
で
土
・
日
曜
日
に
受

け
取
っ
た
り
、
郵
送
で
申
請
・
受
け
取

り
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

電
話
予
約

交
付
で
き
る
書
類
と
問
い
合
わ
せ
先

◦
住
民
票
、
軽
自
動
車
用
住
所
証
明
…

市
民
課（
☎
20
‐
1
5
2
5
）

◦
課
税
証
明
書
、
非
課
税
証
明
書
、
所

得
証
明
書
、
所
得
等
証
明
書（
子
ど

も
手
当
用
・
扶
養
手
当
用
・
奨
学
生

用
）、
法
人
住
所
証
明
書
…
市
民
税

課（
☎
20
‐
1
5
1
3
）

◦
評
価
額
証
明
書
、
公
課
証
明
書
、
資

産
証
明
書
、
課
税
台
帳
記
載
事
項
証

明
書
、
課
税
台
帳
登
載
証
明
書
…
資

産
税
課（
☎
20
‐
1
5
1
4
）

◦
納
税
証
明
書
…
納
税
課（
☎
20
‐

1
5
1
9
）

予
約
方
法
＝
電
話
で
各
担
当
課
に
交

付
予
約
を
し
、
証
明
書
の
必
要
な

人
の
住
所
・
氏
名
・
受
け
取
る
場

所
・
時
間
な
ど
を
伝
え
て
く
だ
さ

い（
下
総
支
所
市
民
福
祉
課（
☎
96
‐

1
1
1
3
）、
大
栄
支
所
市
民
福
祉

課（
☎
73
‐
8
0
6
6
）で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
）

項
を
書
い
て
、
申
請
窓
口
に
持
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
。
本
人
確
認
書
類
が
な
い

人
で
も
、
成
田
市
に
印
鑑
登
録
し
て
い

る
人
を
保
証
人
と
し
て
申
請
し
た
場
合

は
、
即
日
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ

の
と
き
、
保
証
人
の
登
録
印
の
押
印
と

登
録
番
号
の
書
か
れ
た
保
証
書
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　
自
動
交
付
機
で
使
用
で
き
る
の
は
、

紙
幣
は
千
円
札
の
み
、
硬
貨
は
10
円
以

上
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1 

5 

2 

5
）、
下
総
支
所
市
民
福
祉
課（
☎

96
‐
1
1
1
3
）、
大
栄
支
所
市
民

福
祉
課（
☎
73
‐
8
0
6
6
）へ
。

受
付
日
時
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
、
年

末
年
始
は
除
く
）午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時（
金
曜
日
は
午
後
3
時
）

交
付
方
法
＝
交
付
場
所
で
本
人
確
認
を

し
た
後
、
交
付
し
ま
す
。
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の（
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険

証
な
ど
）を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い

交
付
日
時
＝
土
・
日
曜
日（
祝
日
、
年

末
年
始
は
除
く
）午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時

交
付
場
所
＝
市
役
所
時
間
外
受
付（
地

下
1
階
）、
中
央
公
民
館（
下
総
・
大

栄
支
所
で
は
受
け
取
れ
ま
せ
ん
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
）

手
数
料
＝
1
通
3
0
0
円（
無
料
の
も

の
も
あ
り
）

郵
送
に
よ
る
交
付
申
請

　
市
民
課
、
市
民
税
課
、
資
産
税
課
、

納
税
課
で
交
付
す
る
証
明
書
を
、
郵
送

で
の
交
付
申
請
に
よ
り
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
郵
送
で
の
交
付
申
請
を
す
る
場
合
は
、

申
請
書（
請
求
書
）、
返
信
用
封
筒
、
交

付
手
数
料（
定
額
小
為
替
）、
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
な
ど
が
必
要
で
す
。
申

請
で
き
る
証
明
書
の
種
類
な
ど
く
わ
し

く
は
各
担
当
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

　　　　で土・日曜日の交付
　　での申請・交付

住 納民 税 明票 証 書や など

電話予約
郵送

自動交付機の設置場所と稼働時間
設置場所 稼働時間 休止日

市民課前 午前8時30分〜
午後5時

土・日曜日（第2・4日
曜日を除く）、祝日、年
末年始

三里塚コミュニティ
センター

（☎40-4880） 午前9時〜
午後5時

休館日（くわしくは各施
設に問い合わせてくださ
い）、祝日、年末年始中央公民館

（☎27-5911）
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